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【手続補正１】
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【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼鏡において、
　複数のスペクトルバンドの可視光を減衰させるように構成された光学フィルタを含むレ
ンズ本体を含み、前記複数のスペクトルバンドの各々は、
　　あるスペクトルバンド幅の吸収ピークと、
　　最大吸光度と、
　　前記スペクトルバンド幅の中間点にある中心波長と、
　　前記スペクトルバンド幅内の積分吸収ピーク面積と、
を含み、
　前記スペクトルバンド幅は、前記吸収ピークの前記最大吸光度の８０％での前記吸収ピ
ークの全幅と等しく、
　前記光学フィルタは青色光吸収ピークを含み、
　前記青色光吸収ピークの前記中心波長は、約４４５ｎｍ～約４８０ｎｍの間であり、
　前記青色光吸収ピークの減衰係数は約０．８以上かつ１未満であり、
　吸収ピークの前記減衰係数は、前記スペクトルバンド幅内の積分吸収ピーク面積を前記
吸収ピークの前記スペクトルバンド幅で割ることにより得られ、
　前記青色光吸収ピークの前記スペクトルバンド幅は、前記青色光吸収ピークの前記最大
吸光度の９０％での青色光吸収ピークの全幅より少なくとも２ｎｍ大きい眼鏡。
【請求項２】
　前記光学フィルタは１種以上の彩度強調染料を含み、前記１種以上の彩度強調染料の少
なくとも１種は、減衰係数が約０．８以上であり、ピーク位置が彩度強調ウィンドウ内に
ある有機染料である、請求項１に記載の眼鏡。
【請求項３】
　前記１種以上の彩度強調染料の少なくとも１種が、４４５ｎｍ～４８０ｎｍの間の波長
を含むスペクトルバンド内に中心波長を持つ吸収ピークと０．８以上の減衰係数を有する
有機染料である、請求項１に記載の眼鏡。
【請求項４】
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　前記１種以上の彩度強調染料が紫色、青色、緑色、黄色、または赤色彩度強調染料であ
る、請求項２に記載の眼鏡。
【請求項５】
　前記有機染料が、塩化メチレン中で４４Ｌ／（ｇ・ｃｍ）以上の染料強度を有する、請
求項２に記載の眼鏡。
【請求項６】
　前記有機染料が、塩化メチレン中で４９０Ｌ／（ｇ・ｃｍ）以上の染料強度を有する、
請求項３に記載の眼鏡。
【請求項７】
　前記レンズ本体が射出成形ポリマ眼科用レンズ本体である、請求項１に記載の眼鏡。
【請求項８】
　前記眼科用レンズ本体が処方強度を有する、請求項７に記載の眼鏡。
【請求項９】
　前記青色光吸収ピークのスペクトルバンド幅が約１０ｎｍ以上である、請求項１に記載
の眼鏡。
【請求項１０】
　前記青色光のスペクトルバンド幅が約３０ｎｍ以下である、請求項９に記載の眼鏡。
【請求項１１】
　前記光学フィルタが前記レンズ本体であるか、少なくとも部分的に前記レンズ本体に組
み込まれる、請求項１に記載の眼鏡。
【請求項１２】
　前記光学フィルタが少なくとも部分的に、前記レンズ本体の少なくとも一部の上に設置
されたレンズコーティングの中に組み込まれる、請求項１１に記載の眼鏡。
【請求項１３】
　接着剤をさらに含む、請求項１２に記載の眼鏡。
【請求項１４】
　前記レンズ本体の凸面上に設置された偏光ウェハをさらに含む、請求項１に記載の眼鏡
。
【請求項１５】
　前記偏光ウェハが、第一の絶縁ポリマ層と、第二の絶縁ポリマ層と、前記第一の絶縁ポ
リマ層と前記第二の絶縁ポリマ層との間に設置された偏光フィルムと、を含む、請求項１
４に記載の眼鏡。
【請求項１６】
　前記偏光フィルムはダイクロイック染料を含む、請求項１５に記載の眼鏡。
【請求項１７】
　前記偏光ウェハの凸面上にレンズ要素が全く設置されていない、請求項１４に記載の眼
鏡。
【請求項１８】
　前記光学フィルタが、少なくとも部分的に前記複数のスペクトルバンドの少なくとも１
つの中で前記レンズを透過する３０ｎｍのバンド幅を持つ均一な強度の光刺激の平均彩度
値を、前記複数のスペクトルバンドの少なくとも１つの中で前記光学フィルタと同じ平均
パーセンテージの光を均一に減衰させるニュートラルフィルタと比較して、５％以上の量
だけ増大させるように構成される、請求項１に記載の眼鏡。
【請求項１９】
　接着剤をさらに含み、前記光学フィルタが少なくとも部分的に前記接着剤の中に組み込
まれる、請求項１に記載の眼鏡。
【請求項２０】
　前記レンズ本体は、前記レンズ本体の初期形成後に機械加工されて、前記眼鏡の度数が
調整される請求項１に記載の眼鏡。
【請求項２１】
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　前記レンズ本体が複数のレンズ本体要素を含む、請求項１に記載の眼鏡。
【請求項２２】
　前記光学フィルタは、バンド幅が３０ｎｍで中心波長が前記スペクトル範囲内にある均
一な強度の入力から得られる出力を比べた場合に、約４４０ｎｍ～約４８０ｎｍのスペク
トル範囲内で前記光学フィルタを透過する３０ｎｍのバンド幅を持つ均一な強度の光刺激
の平均彩度値を、約４４０ｎｍ～約４８０ｎｍの前記スペクトル範囲内で前記光学フィル
タと同じ平均パーセンテージの光を均一に減衰させるニュートラルフィルタと比較して増
大させるように構成される、請求項１に記載の眼鏡。
【請求項２３】
　前記光学フィルタは、バンド幅が３０ｎｍで中心波長が前記スペクトル範囲内にある均
一な強度の入力から得られる出力を比べた場合に、約５４０ｎｍ～約６００ｎｍの間のス
ペクトル範囲内で前記光学フィルタを透過する３０ｎｍのバンド幅を持つ均一な強度の光
刺激の平均彩度値を、約５４０ｎｍ～約６００ｎｍの間の前記スペクトル範囲内で前記光
学フィルタと同じ平均パーセンテージの光を均一に減衰させるニュートラルフィルタと比
較して増大させるように構成される、請求項１に記載の眼鏡。
【請求項２４】
　前記光学フィルタは、バンド幅が３０ｎｍで中心波長が前記スペクトル範囲内にある均
一な強度の入力から得られる出力を比べた場合に、約５４０ｎｍ～約５７０ｎｍの間のス
ペクトル範囲内で前記光学フィルタを透過する３０ｎｍのバンド幅を持つ均一な強度の光
刺激の平均彩度値を、約５４０ｎｍ～約５７０ｎｍの間の前記スペクトル範囲内で前記光
学フィルタと同じ平均パーセンテージの光を均一に減衰させるニュートラルフィルタと比
較して増大させるように構成される、請求項１に記載の眼鏡。
【請求項２５】
　前記光学フィルタは、バンド幅が３０ｎｍで中心波長が前記スペクトル範囲内にある均
一な強度の入力から得られる出力を比べた場合に、約５８０ｎｍ～約６００ｎｍの間のス
ペクトル範囲内で前記光学フィルタを透過する３０ｎｍのバンド幅を持つ均一な強度の光
刺激の平均彩度値を、約５８０ｎｍ～約６００ｎｍの間の前記スペクトル範囲内で前記光
学フィルタと同じ平均パーセンテージの光を均一に減衰させるニュートラルフィルタと比
較して増大させるように構成される、請求項１に記載の眼鏡。
【請求項２６】
　前記光学フィルタは黄色光吸収ピークを含み、前記黄色光吸収ピークの中心波長は約５
４０ｎｍ～約６００ｎｍの間である、請求項１に記載の眼鏡。
【請求項２７】
　前記黄色光吸収ピークが約５７４ｎｍで最大吸光度を有する、請求項２６に記載の眼鏡
。
【請求項２８】
　前記黄色光吸収ピークの前記中心波長が約５７２ｎｍ～約５７６ｎｍの間である、請求
項２６に記載の眼鏡。
【請求項２９】
　前記光学フィルタが赤色光吸収ピークを含み、前記赤色光吸収ピークの中心波長が約６
１０ｎｍ～約６６０ｎｍの間である、請求項１に記載の眼鏡。
【請求項３０】
　前記赤色光吸収ピークが約６５９ｎｍで最大吸光度を有する、請求項２９に記載の眼鏡
。
【請求項３１】
　前記青色光吸収ピークの前記スペクトルバンド幅が、前記青色光吸収ピークの前記最大
吸光度の９０％での前記青色光吸収ピークの全幅より少なくとも３ｎｍ大きい、請求項１
に記載の眼鏡。
【請求項３２】
　前記青色光吸収ピークの前記スペクトルバンド幅が、前記青色光吸収ピークの前記最大
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吸光度の９０％での前記青色光吸収ピークの全幅より少なくとも５ｎｍ大きい、請求項１
に記載の眼鏡。
【請求項３３】
　前記青色光吸収ピークの前記スペクトルバンド幅が、前記青色光吸収ピークの前記最大
吸光度の９０％での前記青色光吸収ピークの全幅より最大で３０ｎｍ大きい、請求項１に
記載の眼鏡。
【請求項３４】
　前記光学フィルタが、塩化メチレン中で約１７５Ｌ／（ｇ・ｃｍ）と等しい染料強度を
有する有機染料を含む、請求項１に記載の眼鏡。
【請求項３５】
　眼鏡において、
　光学フィルタを含み、
　前記光学フィルタは、複数のスペクトルバンド内の可視光を減衰するように構成された
１種以上の彩度強調染料を含み、前記複数のスペクトルバンドの各々は、
　　あるスペクトルバンド幅の吸収ピークと、
　　最大吸光度と、
　　前記スペクトルバンド幅の中間点にある中心波長と、
　　前記スペクトルバンド幅内の積分吸収ピーク面積と、
を含み、
　前記スペクトルバンド幅は、前記吸収ピークの前記最大吸光度の８０％での前記吸収ピ
ークの全幅と等しく、
　前記１種以上の彩度強調染料の少なくとも１種は青色光吸収ピークを有し、
　前記青色光吸収ピークの前記中心波長は約４４５ｎｍ～約４８５ｎｍであり、
　前記青色光吸収ピークの減衰係数は約０．８以上かつ１未満であり、
　吸収ピークの前記減衰係数は、前記スペクトルバンド幅内の積分吸収ピーク面積を前記
吸収ピークの前記スペクトルバンド幅で割ることにより得られ、
　前記光学フィルタは、バンド幅が３０ｎｍで中心波長が前記スペクトル範囲内にある均
一な強度の入力から得られる出力を比べた場合に、約４４０ｎｍ～約４８０ｎｍのスペク
トル範囲内で前記光学フィルタを透過する３０ｎｍのバンド幅を持つ均一な強度の光刺激
の平均彩度値を、約４４０ｎｍ～約４８０ｎｍの前記スペクトル範囲内で前記光学フィル
タと同じ平均パーセンテージの光を均一に減衰させるニュートラルフィルタと比較して増
大させるように構成される眼鏡。
【請求項３６】
　鋳造ポリマ眼科用レンズ本体をさらに含む、請求項３５に記載の眼鏡。
【請求項３７】
　前記レンズ本体の凸面上に設置された偏光ウェハをさらに含む、請求項３６に記載の眼
鏡。
【請求項３８】
　前記偏光ウェハが、第一の絶縁ポリマ層と、第二の絶縁ポリマ層と、前記第一の絶縁ポ
リマ層と前記第二の絶縁ポリマ層との間に設置された偏光フィルムと、を含む、請求項３
７に記載の眼鏡。
【請求項３９】
　前記偏光ウェハの凸面上にレンズ要素が全く設置されていない、請求項３７に記載の眼
鏡。
【請求項４０】
　前記光学フィルタは、バンド幅が３０ｎｍで中心波長が前記スペクトル範囲内にある均
一な強度の入力から得られる出力を比べた場合に、約４４０ｎｍ～約４８０ｎｍの間のス
ペクトル範囲内で前記レンズ本体を透過する３０ｎｍのバンド幅を持つ均一な強度の光刺
激の平均彩度値を、約４４０ｎｍ～約４８０ｎｍの間の前記スペクトル範囲内で前記光学
フィルタと同じ平均パーセンテージの光を均一に減衰させるニュートラルフィルタと比較
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して１５％以上の量だけ増大させるように構成される、請求項３５に記載の眼鏡。
【請求項４１】
　前記光学フィルタは、バンド幅が３０ｎｍで中心波長が前記スペクトル範囲内にある均
一な強度の入力から得られる出力を比べた場合に、約４４０ｎｍ～約５１０ｎｍの間のス
ペクトル範囲内で前記レンズ本体を透過する３０ｎｍのバンド幅を持つ均一な強度の光刺
激の平均彩度値を、約４４０ｎｍ～約５１０ｎｍの間の前記スペクトル範囲内で前記光学
フィルタと同じ平均パーセンテージの光を均一に減衰させるニュートラルフィルタと比較
して２０％の以上の量だけ増大させるように構成される、請求項３５に記載の眼鏡。
【請求項４２】
　前記１種以上の彩度強調染料の少なくとも１種が有機染料である、請求項３５に記載の
眼鏡。
【請求項４３】
　前記青色光吸収ピークの前記スペクトルバンド幅が、前記青色光吸収ピークの前記最大
吸光度の９０％での前記青色光吸収ピークの全幅より少なくとも２ｎｍ大きい、請求項３
５に記載の眼鏡。
【請求項４４】
　積層体において、
　複数のスペクトルバンドの可視光を減衰するように構成された光学フィルタを含み、前
記複数のスペクトルバンドの各々は、
　　あるスペクトルバンド幅の吸収ピークと、
　　最大吸光度と、
　　前記スペクトルバンド幅の中間点にある中心波長と、
　　前記スペクトルバンド幅内の積分吸収ピーク面積と、
を含み、
　前記スペクトルバンド幅は、前記吸収ピークの前記最大吸光度の８０％での前記吸収ピ
ークの全幅と等しく、
　前記光学フィルタは青色光吸収ピークを含み、
　前記青色光吸収ピークの前記中心波長は約４４５ｎｍ～約４８０ｎｍの間であり、
　前記青色光吸収ピークの減衰係数は約０．８以上かつ１未満であり、
　吸収ピークの前記減衰係数は、前記スペクトルバンド幅内の積分吸収ピーク面積を前記
吸収ピークの前記スペクトルバンド幅で割ることにより得られる積層体。
【請求項４５】
　射出成形レンズ本体または鋳造レンズ本体のうちの１つに接合されるように構成される
、請求項４４に記載の積層体。
【請求項４６】
　第一の絶縁ポリマ層と、第二の絶縁ポリマ層と、前記第一の絶縁ポリマ層と前記第二の
絶縁ポリマ層との間に設置された偏光フィルムと、をさらに含む、請求項４４に記載の積
層体。
【請求項４７】
　前記積層体の凸面にはレンズ要素が全く設置されていない、請求項４６に記載の積層体
。
【請求項４８】
　前記光学フィルタは、少なくとも１種の有機染料を含む、請求項４４に記載の積層体。
【請求項４９】
　前記青色光吸収ピークの前記スペクトルバンド幅が、前記青色光吸収ピークの前記最大
吸光度の９０％での前記青色光吸収ピークの全幅より少なくとも２ｎｍ大きい、請求項４
４に記載の積層体。
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